
議案第３７号

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年３月１日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例

杉並区国民健康保険条例（昭和３４年杉並区条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

目次中「国民健康保険運営協議会」を「杉並区国民健康保険事業の運営に関する

協議会」に改める。

第２章の章名を次のように改める。

第２章 杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会

第２条中「国民健康保険運営協議会」を「杉並区国民健康保険事業の運営に関す

る協議会」に改める。

第１３条の２中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第２９

条の７第１項」を「第２９条の７第１項第１号」に、「後期高齢者支援金等賦課額

（同項」を「後期高齢者支援金等賦課額（同項第２号」に、「介護納付金賦課被保

険者（同項」を「介護納付金賦課被保険者（同項第３号」に、「介護納付金賦課額

（同項」を「介護納付金賦課額（同号」に改める。

第１３条の３各号を次のように改める。

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から当

該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、

入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養

費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般

被保険者に係るものに限る。）の額の合算額

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の７第１項の国民

健康保険事業費納付金（以下「国民健康保険事業費納付金」という。）の納



付に要する費用（東京都（以下「都」という。）が行う国民健康保険の一般

被保険者に係るものに限り、都の国民健康保険に関する特別会計において負

担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢

者支援金等」という。）及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金

等（以下「病床転換支援金等」という。）並びに介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に

要する費用に充てる部分を除く。）の額

ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還

に要する費用の額

オ 保健事業に要する費用の額

カ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険

事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病

床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民

健康保険の事務の執行に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る

療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を

控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合

算療養費の支給に要する費用の額並びに都が行う国民健康保険の一般被保険

者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等

及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険

者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。）

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法第７４条の規定による補助金の額

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換



支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この

イにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除

く。）の額

ウ 国民健康保険保険給付費等交付金（法第７５条の２第１項の国民健康保険

保険給付費等交付金をいう。エにおいて同じ。）（退職被保険者等の療養の

給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０

条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。エにおいて同じ。）

に係るものを除く。）の額

エ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険

事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病

床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分並びに国民

健康保険の事務の執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条

第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入

金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に

要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額

第１４条の４第１号中「１００分の７．４７」を「１００分の７．３２」に改め、

同条第２号中「３万８，４００円」を「３万９，０００円」に、「初日」を「前年

度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した

数」に改める。

第１４条の８中「５４万円」を「５８万円」に改める。

第１４条の９各号を次のように改める。

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国

民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転

換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であつて、都が行う国民健康保険

の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。）の額

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付



を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るもの

に限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額

イ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険

事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限

る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

第１４条の１２第１号中「１００分の１．９６」を「１００分の２．２２」に、

「１００分の５９」を「１００分の６０」に改め、同条第２号中「１万１，１００

円」を「１万２，０００円」に、「１００分の４１」を「１００分の４０」に、

「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を

勘案して算定した数」に改める。

第１５条各号を次のように改める。

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国

民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るもの

に限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額

イ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険

事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限

る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

第１５条の４第１号中「１００分の１．４８」を「１００分の１．７８」に、

「１００分の５０」を「１００分の５３」に改め、同条第２号中「１００分の５

０」を「１００分の４７」に、「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年

度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。



第１８条の２中「５４万円」を「５８万円」に改め、同条第１号ア中「２万６，

８８０円」を「２万７，３００円」に改め、同号イ中「７，７７０円」を「８，４

００円」に改め、同条第２号中「２７万円」を「２７万５，０００円」に改め、同

号ア中「１万９，２００円」を「１万９，５００円」に改め、同号イ中「５，５５

０円」を「６，０００円」に改め、同条第３号中「４９万円」を「５０万円」に改

め、同号ア中「７，６８０円」を「７，８００円」に改め、同号イ中「２，２２０

円」を「２，４００円」に改める。

第２４条の３第２項中「提出は」を「提出に当たり」に、「を提示して行わなけ

れば」を「の提示を求められた場合には、これを提示しなければ」に改める。

附 則

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区国民健康保険条例第１３条の２、第１３条の３、

第１４条の４、第１４条の８、第１４条の９、第１４条の１２、第１５条、第１

５条の４及び第１８条の２の規定は、平成３０年度分の保険料から適用し、平成

２９年度分までの保険料については、なお従前の例による。

３ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５０年杉並区

条例第３１号）の一部を次のように改正する。

別表区長の部杉並区国民健康保険運営協議会の項中「杉並区国民健康保険運営

協議会」を「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改める。

（提案理由）

保険料率を改定する等の必要がある。
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杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

目次 目次

第１章 略 第１章 略

第２章 杉並区国民健康保険事業の運 第２章 国民健康保険運営協議会

営に関する協議会（第２条・ （第２条・

第２条の２） 第２条の２）

第３章～第８章 略 第３章～第８章 略

附則 附則

第２章 杉並区国民健康保険事業 第２章 国民健康保険運営協議会

の運営に関する協議会

（委員の定数） （委員の定数）

第２条 杉並区国民健康保険事業の運営 第２条 国民健康保険運営協議会

に関する協議会（以下「協議会」とい （以下「協議会」とい

う。）の委員の定数は、次の各号に定 う。）の委員の定数は、次の各号に定

めるところによる。 めるところによる。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額）

第１３条の２ 保険料の賦課額は、世帯 第１３条の２ 保険料の賦課額は、被保

主の 世帯に属す 険者である世帯主及びその世帯に属す

る被保険者につき算定した基礎賦課額 る被保険者につき算定した基礎賦課額

（国民健康保険法施行令（昭和３３年 （国民健康保険法施行令（昭和３３年

政令第３６２号。以下「政令」とい 政令第３６２号。以下「政令」とい

う。）第２９条の７第１項第１号に規 う。）第２９条の７第１項 に規

定する基礎賦課額をいう。以下同 定する基礎賦課額をいう。以下同

じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額 じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額

（同項第２号に規定する後期高齢者支 （同項 に規定する後期高齢者支

資 料
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援金等賦課額をいう。以下同じ。）並 援金等賦課額をいう。以下同じ。）並

びに介護納付金賦課被保険者（同項第 びに介護納付金賦課被保険者（同項

３号に規定する介護納付金賦課被保険 に規定する介護納付金賦課被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定し 者をいう。以下同じ。）につき算定し

た介護納付金賦課額（同号に規定する た介護納付金賦課額（同項に規定する

介護納付金賦課額をいう。以下同 介護納付金賦課額をいう。以下同

じ。）の合算額とする。 じ。）の合算額とする。

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第１３条の３ 保険料の賦課額のうち一 第１３条の３ 保険料の賦課額のうち一

般被保険者（法附則第７条第１項に規 般被保険者（法附則第７条第１項に規

定する退職被保険者等（以下「退職被 定する退職被保険者等（以下「退職被

保険者等」という。）以外の被保険者 保険者等」という。）以外の被保険者

をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課 をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課

額（第１８条の２の規定により基礎賦 額（第１８条の２の規定により基礎賦

課額を減額するものとした場合にあつ 課額を減額するものとした場合にあつ

ては、その減額することとなる額を含 ては、その減額することとなる額を含

む。）の総額（以下「基礎賦課総額」 む。）の総額（以下「基礎賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見 という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を 込額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額と 控除した額を基準として算定した額と

する。 する。

(１) 当該年度における次に掲げる額 (１) 当該年度における療養の給付に

の合算額 要する費用（一般被保険者に係るも

ア 療養の給付に要する費用（一般 のに限る。）の額から当該給付に係

被保険者に係るものに限る。）の る一部負担金に相当する額を控除し

額から当該給付に係る一部負担金 た額、入院時食事療養費、入院時生

に相当する額を控除した額並びに 活療養費、保険外併用療養費、療養

入院時食事療養費、入院時生活療 費、訪問看護療養費、特別療養費、

養費、保険外併用療養費、療養 移送費、高額療養費及び高額介護合
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資 料

費、訪問看護療養費、特別療養 算療養費の支給に要する費用（一般

費、移送費、高額療養費及び高額 被保険者に係るものに限る。）の

介護合算療養費の支給に要する費 額、高齢者医療確保法の規定による

用（一般被保険者に係るものに限 前期高齢者納付金等（以下「前期高

る。）の額の合算額 齢者納付金等」という。）の納付に

イ 法附則第２２条の規定により読 要する費用の額、保健事業に要する

み替えられた法第７５条の７第１ 費用の額、法第８１条の２第１項第

項の国民健康保険事業費納付金 １号に掲げる交付金を交付する事業

（以下「国民健康保険事業費納付 に係る同条第２項の規定による拠出

金」という。）の納付に要する費 金（当該事業に関する事務の処理に

用（東京都（以下「都」とい 要する費用に係るものを除く。）の

う。）が行う国民健康保険の一般 納付に要する費用の額、同条第１項

被保険者に係るものに限り、都の 第２号に掲げる交付金を交付する事

国民健康保険に関する特別会計に 業に係る同条第２項の規定による拠

おいて負担する高齢者医療確保法 出金（当該事業に関する事務の処理

の規定による後期高齢者支援金等 に要する費用に係るものを除く。）

（以下「後期高齢者支援金等」と の納付に要する費用の額の２分の１

いう。）及び高齢者医療確保法の に相当する額並びにその他の国民健

規定による病床転換支援金等（以 康保険事業に要する費用（国民健康

下「病床転換支援金等」とい 保険の事務（前期高齢者納付金等、

う。）並びに介護保険法（平成９ 高齢者医療確保法の規定による後期

年法律第１２３号）の規定による 高齢者支援金等（以下「後期高齢者

納付金（以下「介護納付金」とい 支援金等」という。）及び高齢者医

う。）の納付に要する費用に充て 療確保法の規定による病床転換支援

る部分を除く。）の額 金等（以下「病床転換支援金等」と

ウ 法第８１条の２第４項の財政安 いう。）並びに介護保険法（平成９

定化基金拠出金の納付に要する費 年法律第１２３号）の規定による納

用の額 付金（以下「介護納付金」とい

エ 法第８１条の２第９項第２号に う。）の納付に関する事務を含む。
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規定する財政安定化基金事業借入 次号において同じ。）の執行に要す

金の償還に要する費用の額 る費用を除く。）の額（退職被保険

オ 保健事業に要する費用の額 者等に係る療養の給付に要する費用

カ その他区の国民健康保険に関す の額から当該給付に係る一部負担金

る特別会計において負担する国民 に相当する額を控除した額、退職被

健康保険事業に要する費用（国民 保険者等に係る入院時食事療養費、

健康保険事業費納付金の納付に要 入院時生活療養費、保険外併用療養

する費用のうち都の国民健康保険 費、療養費、訪問看護療養費、特別

に関する特別会計において負担す 療養費、移送費、高額療養費及び高

る後期高齢者支援金等、病床転換 額介護合算療養費の支給に要する費

支援金等及び介護納付金の納付に 用の額並びに後期高齢者支援金等、

要する費用に充てる部分並びに国 病床転換支援金等及び介護納付金の

民健康保険の事務の執行に要する 納付に要する費用の額を除く。）の

費用を除く。）の額（退職被保険 合算額から法附則第７条第１項第２

者等に係る療養の給付に要する費 号に規定する調整対象基準額に同号

用の額から当該給付に係る一部負 に規定する退職被保険者等所属割合

担金に相当する額を控除した額並 （以下「退職被保険者等所属割合」

びに入院時食事療養費、入院時生 という。）を乗じて得た額を控除し

活療養費、保険外併用療養費、療 た額（高齢者医療確保法の規定によ

養費、訪問看護療養費、特別療養 る前期高齢者交付金がある場合に

費、移送費、高額療養費及び高額 は、これを控除した額）

介護合算療養費の支給に要する費 (２) 当該年度における法第７０条の

用の額並びに都が行う国民健康保 規定による負担金（高齢者医療確保

険の一般被保険者に係る国民健康 法の規定による後期高齢者支援金

保険事業費納付金の納付に要する （以下「後期高齢者支援金」とい

費用（都の国民健康保険に関する う。）及び高齢者医療確保法の規定

特別会計において負担する後期高 による病床転換支援金（以下「病床

齢者支援金等、病床転換支援金等 転換支援金」という。）並びに介護

及び介護納付金の納付に要する費 納付金の納付に要する費用に係るも
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用に充てる部分に限る。）及び退 のを除く。）、法第７２条の規定に

職被保険者等に係る国民健康保険 よる調整交付金（後期高齢者支援金

事業費納付金の納付に要する費用 及び病床転換支援金並びに介護納付

の額を除く。） 金の納付に要する費用に係るものを

(２) 当該年度における次に掲げる額 除く。）、法第７２条の２の規定に

の合算額 よる都道府県調整交付金（後期高齢

ア 法第７４条の規定による補助金 者支援金及び病床転換支援金並びに

の額 介護納付金の納付に要する費用に係

イ 法附則第２２条の規定により読 るものを除く。）、法第７２条の５

み替えられた法第７５条の規定に の規定による負担金、法第７４条の

より交付を受ける補助金（国民健 規定による補助金、法第７５条の規

康保険事業費納付金の納付に要す 定による補助金（後期高齢者支援金

る費用（都の国民健康保険に関す 等及び病床転換支援金等並びに介護

る特別会計において負担する後期 納付金の納付に要する費用に係るも

高齢者支援金等、病床転換支援金 のを除く。）及び貸付金（後期高齢

等及び介護納付金の納付に要する 者支援金等及び病床転換支援金等並

費用に充てる部分に限る。以下こ びに介護納付金の納付に要する費用

のイにおいて同じ。）に係るもの に係るものを除く。）、法第８１条

を除く。）及び同条の規定により の２第１項の規定による交付金並び

貸し付けられる貸付金（国民健康 にその他の国民健康保険事業に要す

保険事業費納付金の納付に要する る費用（国民健康保険の事務の執行

費用に係るものを除く。）の額 に要する費用並びに後期高齢者支援

ウ 国民健康保険保険給付費等交付 金等及び病床転換支援金等並びに介

金（法第７５条の２第１項の国民 護納付金の納付に要する費用を除

健康保険保険給付費等交付金をい く。）のための収入（法第７２条の

う。エにおいて同じ。）（退職被 ３第１項の規定による繰入金及び法

保険者等の療養の給付等に要する 附則第７条第１項の規定による療養

費用（法附則第２２条の規定によ 給付費等交付金（以下「療養給付費

り読み替えられた法第７０条第１ 等交付金」という。）を除く。）の
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項に規定する療養の給付等に要す 額の合算額

る費用をいう。エにおいて同

じ。）に係るものを除く。）の額

エ その他区の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民

健康保険事業費納付金の納付に要

する費用のうち都の国民健康保険

に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等、病床転換

支援金等及び介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分並びに国

民健康保険の事務の執行に要する

費用を除く。）のための収入（法

附則第９条第１項の規定により読

み替えられた法第７２条の３第１

項の規定による繰入金及び国民健

康保険保険給付費等交付金（退職

被保険者等の療養の給付等に要す

る費用に係るものに限る。）を除

く。）の額

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険 （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険

料率） 料率）

第１４条の４ 一般被保険者に係る基礎 第１４条の４ 一般被保険者に係る基礎

賦課額の保険料率は、次のとおりとす 賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 る。

(１) 所得割 １００分の７．３２ (１) 所得割 １００分の７．４７

（一般被保険者に係る基礎賦課総額 （一般被保険者に係る基礎賦課総額

の１００分の６０に相当する額を一 の１００分の６０に相当する額を一
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般被保険者に係る賦課期日の属する 般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の 年の前年の所得に係る基礎控除後の

総所得金額等の見込額（政令第２９ 総所得金額等の見込額（政令第２９

条の７第２項第４号ただし書に規定 条の７第２項第４号ただし書に規定

する場合にあつては、国民健康保険 する場合にあつては、国民健康保険

法施行規則（昭和３３年厚生省令第 法施行規則（昭和３３年厚生省令第

５３号。以下「省令」という。）第 ５３号。以下「省令」という。）第

３２条の９に規定する方法により補 ３２条の９に規定する方法により補

正された後の金額）の総額で除して 正された後の金額）の総額で除して

得た数） 得た数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき３万９，０００円（一般被保 につき３万８，４００円（一般被保

険者に係る基礎賦課総額の１００分 険者に係る基礎賦課総額の１００分

の４０に相当する額を当該年度の前 の４０に相当する額を当該年度の初

年度及びその直前の２箇年度の各年 日

度における一般被保険者の数等を勘 における一般被保険者の見込数

案して算定した数で除して得た額） で除して得た額）

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額）

第１４条の８ 第１３条の４又は第１４ 第１４条の８ 第１３条の４又は第１４

条の５の基礎賦課額（一般被保険者と 条の５の基礎賦課額（一般被保険者と

退職被保険者等が同一の世帯に属する 退職被保険者等が同一の世帯に属する

場合には、第１３条の４の基礎賦課額 場合には、第１３条の４の基礎賦課額

と第１４条の５の基礎賦課額との合算 と第１４条の５の基礎賦課額との合算

額をいう。第１８条及び第１８条の２ 額をいう。第１８条及び第１８条の２

において同じ。）は、５８万円を超え において同じ。）は、５４万円を超え

ることができない。 ることができない。

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課総額） 等賦課総額）

第１４条の９ 保険料の賦課額のうち一 第１４条の９ 保険料の賦課額のうち一
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般被保険者に係る後期高齢者支援金等 般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額（第１８条の２の規定により後 賦課額（第１８条の２の規定により後

期高齢者支援金等賦課額を減額するも 期高齢者支援金等賦課額を減額するも

のとした場合にあつては、その減額す のとした場合にあつては、その減額す

ることとなる額を含む。）の総額（以 ることとなる額を含む。）の総額（以

下「後期高齢者支援金等賦課総額」と 下「後期高齢者支援金等賦課総額」と

いう。）は、第１号に掲げる額の見込 いう。）は、第１号に掲げる額の見込

額から第２号に掲げる額の見込額を控 額から第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とす 除した額を基準として算定した額とす

る。 る。

(１) 当該年度における国民健康保険 (１) 当該年度における後期高齢者支

事業費納付金の納付に要する費用 援金等及び病床転換支援金等の納付

（都の国民健康保険に関する特別会 に要する費用の額から後期高齢者支

計において負担する後期高齢者支援 援金及び病床転換支援金の額に退職

金等及び病床転換支援金等の納付に 被保険者等所属割合を乗じて得た額

要する費用に充てる部分であつて、 を控除した額

都が行う国民健康保険の一般被保険 (２) 当該年度における法第７０条の

者に係るものに限る。次号において 規定による負担金（後期高齢者支援

同じ。）の額 金及び病床転換支援金の納付に要す

(２) 当該年度における次に掲げる額 る費用に係るものに限る。）、法第

の合算額 ７２条の規定による調整交付金（後

ア 法附則第２２条の規定により読 期高齢者支援金及び病床転換支援金

み替えられた法第７５条の規定に の納付に要する費用に係るものに限

より交付を受ける補助金（国民健 る。）、法第７２条の２の規定によ

康保険事業費納付金の納付に要す る都道府県調整交付金（後期高齢者

る費用に係るものに限る。）及び 支援金及び病床転換支援金の納付に

同条の規定により貸し付けられる 要する費用に係るものに限る。）、

貸付金（国民健康保険事業費納付 法第７５条の規定による補助金（後

金の納付に要する費用に係るもの 期高齢者支援金等及び病床転換支援
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に限る。）の額 金等の納付に要する費用に係るもの

イ その他区の国民健康保険に関す に限る。）及び貸付金（後期高齢者

る特別会計において負担する国民 支援金等及び病床転換支援金等の納

健康保険事業に要する費用（国民 付に要する費用に係るものに限

健康保険事業費納付金の納付に要 る。）その他国民健康保険事業に要

する費用に限る。）のための収入 する費用（後期高齢者支援金等及び

（法附則第９条第１項の規定によ 病床転換支援金等の納付に要する費

り読み替えられた法第７２条の３ 用（後期高齢者支援金等及び病床転

第１項の規定による繰入金を除 換支援金等の納付に関する事務の執

く。）の額 行に要する費用を除く。）に係るも

のに限る。）のための収入（法第７

２条の３第１項の規定による繰入金

及び療養給付費等交付金を除く。）

の額の合算額

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額の保険料率） 等賦課額の保険料率）

第１４条の１２ 一般被保険者に係る後 第１４条の１２ 一般被保険者に係る後

期高齢者支援金等賦課額の保険料率 期高齢者支援金等賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

(１) 所得割 １００分の２．２２ (１) 所得割 １００分の１．９６

（一般被保険者に係る後期高齢者支 （一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課総額の１００分の６０に 援金等賦課総額の１００分の５９に

相当する額を一般被保険者に係る賦 相当する額を一般被保険者に係る賦

課期日の属する年の前年の所得に係 課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の見込 る基礎控除後の総所得金額等の見込

額（政令第２９条の７第３項第４号 額（政令第２９条の７第３項第４号

ただし書に規定する場合にあつて ただし書に規定する場合にあつて

は、省令第３２条の９の２に規定す は、省令第３２条の９の２に規定す

る方法により補正された後の金額） る方法により補正された後の金額）
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の総額で除して得た数） の総額で除して得た数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき１万２，０００円（一般被保 につき１万１，１００円（一般被保

険者に係る後期高齢者支援金等賦課 険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の１００分の４０に相当する額 総額の１００分の４１に相当する額

を当該年度の前年度及びその直前の を当該年度の初日

２箇年度の各年度における一般被保 における一般被保

険者の数等を勘案して算定した数で 険者の見込数 で

除して得た額） 除して得た額）

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額）

第１５条 保険料の賦課額のうち介護納 第１５条 保険料の賦課額のうち介護納

付金賦課額（第１８条の２の規定によ 付金賦課額（第１８条の２の規定によ

り介護納付金賦課額を減額するものと り介護納付金賦課額を減額するものと

した場合にあつては、その減額するこ した場合にあつては、その減額するこ

ととなる額を含む。）の総額（以下 ととなる額を含む。）の総額（以下

「介護納付金賦課総額」という。） 「介護納付金賦課総額」という。）

は、第１号に掲げる額の見込額から第 は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額 ２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 を基準として算定した額とする。

(１) 当該年度における国民健康保険 (１) 当該年度における介護納付金の

事業費納付金の納付に要する費用 納付に要する費用の額

（都の国民健康保険に関する特別会 (２) 当該年度における法第７０条の

計において負担する介護納付金の納 規定による負担金（介護納付金の納

付に要する費用に充てる部分に限 付に要する費用に係るものに限

る。次号において同じ。）の額 る。）、法第７２条の規定による調

(２) 当該年度における次に掲げる額 整交付金（介護納付金の納付に要す

の合算額 る費用に係るものに限る。）、法第

ア 法附則第２２条の規定により読 ７２条の２の規定による都道府県調

み替えられた法第７５条の規定に 整交付金（介護納付金の納付に要す
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より交付を受ける補助金（国民健 る費用に係るものに限る。）、法第

康保険事業費納付金の納付に要す ７５条の規定による補助金（介護納

る費用に係るものに限る。）及び 付金の納付に要する費用に係るもの

同条の規定により貸し付けられる に限る。）及び貸付金（介護納付金

貸付金（国民健康保険事業費納付 の納付に要する費用に係るものに限

金の納付に要する費用に係るもの る。）その他国民健康保険事業に要

に限る。）の額 する費用（介護納付金の納付に要す

イ その他区の国民健康保険に関す る費用（介護納付金の納付に関する

る特別会計において負担する国民 事務の執行に要する費用を除く。）

健康保険事業に要する費用（国民 に係るものに限る。）のための収入

健康保険事業費納付金の納付に要 （法第７２条の３第１項の規定によ

する費用に限る。）のための収入 る繰入金を除く。）の額の合算額

（法附則第９条第１項の規定によ

り読み替えられた法第７２条の３

第１項の規定による繰入金を除

く。）の額

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率）

第１５条の４ 介護納付金賦課被保険者 第１５条の４ 介護納付金賦課被保険者

に係る介護納付金賦課額の保険料率 に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

(１) 所得割 １００分の１．７８ (１) 所得割 １００分の１．４８

（介護納付金賦課総額の１００分の （介護納付金賦課総額の１００分の

５３に相当する額を介護納付金賦課 ５０に相当する額を介護納付金賦課

被保険者に係る賦課期日の属する年 被保険者に係る賦課期日の属する年

の前年の所得に係る基礎控除後の総 の前年の所得に係る基礎控除後の総

所得金額等の見込額（政令第２９条 所得金額等の見込額（政令第２９条

の７第４項第４号ただし書に規定す の７第４項第４号ただし書に規定す

る場合にあつては、省令第３２条の る場合にあつては、省令第３２条の

１０に規定する方法により補正され １０に規定する方法により補正され
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た後の金額）の総額で除して得た た後の金額）の総額で除して得た

数） 数）

(２) 被保険者均等割 被保険者１人 (２) 被保険者均等割 被保険者１人

につき１万５，６００円（介護納付 につき１万５，６００円（介護納付

金賦課総額の１００分の４７に相当 金賦課総額の１００分の５０に相当

する額を当該年度の前年度及びその する額を当該年度の初日

直前の２箇年度の各年度における介 における介

護納付金賦課被保険者の数等を勘案 護納付金賦課被保険者の見込数

して算定した数で除して得た額） で除して得た額）

（保険料の減額） （保険料の減額）

第１８条の２ 次の各号に該当する納付 第１８条の２ 次の各号に該当する納付

義務者に対して課する保険料の額は、 義務者に対して課する保険料の額は、

第１３条の４又は第１４条の５の基礎 第１３条の４又は第１４条の５の基礎

賦課額から、それぞれ当該各号のアに 賦課額から、それぞれ当該各号のアに

定める額を減額して得た額（当該減額 定める額を減額して得た額（当該減額

して得た額が５８万円を超える場合に して得た額が５４万円を超える場合に

は、５８万円）及び第１４条の１０又 は、５４万円）及び第１４条の１０又

は第１４条の１３の後期高齢者支援金 は第１４条の１３の後期高齢者支援金

等賦課額から、それぞれ当該各号のイ 等賦課額から、それぞれ当該各号のイ

に定める額を減額して得た額（当該減 に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１９万円を超える場合 額して得た額が１９万円を超える場合

には、１９万円）並びに第１５条の２ には、１９万円）並びに第１５条の２

の介護納付金賦課額から、それぞれ当 の介護納付金賦課額から、それぞれ当

該各号のウに定める額を減額して得た 該各号のウに定める額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１６万円を 額（当該減額して得た額が１６万円を

超える場合には、１６万円）の合算額 超える場合には、１６万円）の合算額

とする。 とする。

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課 (１) 世帯主、当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義 期日（賦課期日後に保険料の納付義
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務が発生した場合にはその発生した 務が発生した場合にはその発生した

日とする。）現在においてその世帯 日とする。）現在においてその世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯 に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者（法第６条第８号に該当した 所属者（法第６条第８号に該当した

ことにより被保険者の資格を喪失し ことにより被保険者の資格を喪失し

た者であつて、当該資格を喪失した た者であつて、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に 日の前日以後継続して同一の世帯に

属するものをいう。以下同じ。）に 属するものをいう。以下同じ。）に

つき算定した地方税法第３１４条の つき算定した地方税法第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額（同 ２第１項に規定する総所得金額（同

法第３１７条の２第１項第２号に規 法第３１７条の２第１項第２号に規

定する青色専従者給与額又は同法第 定する青色専従者給与額又は同法第

３１３条第５項に規定する事業専従 ３１３条第５項に規定する事業専従

者控除額については、同条第３項、 者控除額については、同条第３項、

第４項又は第５項の規定を適用せ 第４項又は第５項の規定を適用せ

ず、所得税法（昭和４０年法律第３ ず、所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第５７条第１項、第３項又は ３号）第５７条第１項、第３項又は

第４項の規定の例によらないものと 第４項の規定の例によらないものと

し、地方税法第３１４条の２第１項 し、地方税法第３１４条の２第１項

に規定する山林所得金額及び他の所 に規定する山林所得金額及び他の所

得と区分して計算される所得の金額 得と区分して計算される所得の金額

（同法附則第３３条の２第５項に規 （同法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等 定する上場株式等に係る配当所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６ の金額（同法附則第３５条の２の６

第１１項又は第１５項の規定の適用 第１１項又は第１５項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金 がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３３条の３第５項 額）、同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等 に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第３４条第４項に の金額、同法附則第３４条第４項に
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規定する長期譲渡所得の金額、同法 規定する長期譲渡所得の金額、同法

附則第３５条第５項に規定する短期 附則第３５条第５項に規定する短期

譲渡所得の金額、同法附則第３５条 譲渡所得の金額、同法附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等に の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第 係る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の３第１５項の規定の適用が ３５条の３第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金 ある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の２の２第 額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲 ５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第３５条 渡所得等の金額（同法附則第３５条

の２の６第１５項又は第３５条の３ の２の６第１５項又は第３５条の３

第１３項若しくは第１５項の規定の 第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の 適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の４第４ 金額）、同法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得 項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第３５条の４の 等の金額（同法附則第３５条の４の

２第７項の規定の適用がある場合に ２第７項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、外国居住 は、その適用後の金額）、外国居住

者等の所得に対する相互主義による 者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第 所得税等の非課税等に関する法律第

８条第２項に規定する特例適用利子 ８条第２項に規定する特例適用利子

等の額、同条第４項に規定する特例 等の額、同条第４項に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等実施特 適用配当等の額、租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定 例法第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額及び同条第 する条約適用利子等の額及び同条第

１２項に規定する条約適用配当等の １２項に規定する条約適用配当等の

額をいう。以下この条において同 額をいう。以下この条において同

じ。）の算定についても同様とす じ。）の算定についても同様とす

る。以下この条において同じ。）及 る。以下この条において同じ。）及
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び山林所得金額並びに他の所得と区 び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算 分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２ 額が、地方税法第３１４条の２第２

項に規定する金額を超えない世帯に 項に規定する金額を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者 係る保険料の納付義務者

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について２万 割額 被保険者１人について２万

７，３００円 ６，８８０円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係 イ 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１ る被保険者均等割額 被保険者１

人について８，４００円 人について７，７７０円

ウ 略 ウ 略

(２) 前号に規定する総所得金額及び (２) 前号に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分 山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額 して計算される所得の金額の合算額

が、地方税法第３１４条の２第２項 が、地方税法第３１４条の２第２項

に規定する金額に２７万５，０００ に規定する金額に２７万円

円に当該年度の保険料賦課期日（賦 に当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生 課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合にはその発生した日とす した場合にはその発生した日とす

る。）現在において、その世帯に属 る。）現在において、その世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯所 する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数を乗じて得た額を 属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る 加算した金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者であつて前号に 保険料の納付義務者であつて前号に

該当する者以外のもの 該当する者以外のもの

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について１万 割額 被保険者１人について１万

９，５００円 ９，２００円
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イ 後期高齢者支援金等賦課額に係 イ 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１ る被保険者均等割額 被保険者１

人について６，０００円 人について５，５５０円

ウ 略 ウ 略

(３) 第１号に規定する総所得金額及 (３) 第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区 び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算 分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第３１４条の２第２ 額が、地方税法第３１４条の２第２

項に規定する金額に５０万円に当該 項に規定する金額に４９万円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後 年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合 に保険料の納付義務が発生した場合

にはその発生した日とする。）現在 にはその発生した日とする。）現在

において、その世帯に属する被保険 において、その世帯に属する被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数の 者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金 合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納 額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者であつて前２号に該当する 付義務者であつて前２号に該当する

者以外のもの 者以外のもの

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者１人について７， 割額 被保険者１人について７，

８００円 ６８０円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係 イ 後期高齢者支援金等賦課額に係

る被保険者均等割額 被保険者１ る被保険者均等割額 被保険者１

人について２，４００円 人について２，２２０円

ウ 略 ウ 略

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出）

第２４条の３ 略 第２４条の３ 略

２ 前項の届書の提出に当たり、特例対 ２ 前項の届書の提出は 、特例対

象被保険者等の雇用保険法施行規則 象被保険者等の雇用保険法施行規則
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（昭和５０年労働省令第３号）第１７ （昭和５０年労働省令第３号）第１７

条の２第１項第１号に規定する雇用保 条の２第１項第１号に規定する雇用保

険受給資格者証の提示を求められた場 険受給資格者証を提示して行わなけれ

合には、これを提示しなければならな ば ならな

い。 い。


